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本書は，1990年代以降韓国の正規職労働者
中心の労働運動において代表されにくい非正規
労働者，特に女性非正規労働者の利害を代表
するため活動してきた2つの女性労働運動組織，
「韓国女性労働者会」と「全国女性労働組合」の
組織的特性を分析するとともに，2つの組織が
参加してきた，非正規労働者政策の改善のため
に形成された労働組合と社会運動との社会的連
携の関係構造と政策過程への関与を分析してい
る。ここで断っておくが，著者は「全国女性労
働組合の英語名称に従って，韓国女性労働組
合と呼ぶ」（（注6），8─9頁）ことにしているが，
評者は正式名称の全国女性労働組合と表記する
ことにする。なぜなら全国女性労働組合は全国
の単一労組であることを組織的特徴としている
からである。
本書の構成は，序章と第1章の分析枠組み
の設定，終章を除けば，3部構成となってい
る。第Ⅰ部は「周辺部」労働者の利害代表運動
と「女性労働運動」の歴史的背景，第Ⅱ部は2
つの女性の「独自組織」，韓国女性労働者会と
全国女性労働組合の分析，第Ⅲ部は周辺部労働

者の利害を代表するために形成された社会的連
携，「非正規共同対策委員会」（2000年結成）と
「非正規法共同対策委員会」（2004年結成），「最
低賃金連帯」（2002年結成）の分析，となって
いる。
本書の章構成は以下の通りであり，章ごとに
簡単にまとめ，紹介しておきたい。

序�章　韓国における「周辺部」労働者の利害
代表とは

第1章　分析枠組みの設定
第Ⅰ部　歴史的背景
第2章　「周辺部」労働者をめぐる歴史的背景
第3章　「女性労働運動」をめぐる歴史的背景
第Ⅱ部　「周辺部」労働者の組織化過程の分析
第4章　「独自組織」の分析
第Ⅲ部　社会的連携の多様性
第�5章　「非正規職保護法」の法制化過程に
おける「周辺部」労働者の利害代表

第�6章　最低賃金の引き上げをめぐる社会的
連携

終�章　「周辺部」労働者の利害を代表するた
めに

序章は，本書の問題意識と目的，メインター
ムについての諸定義を提示する。「周辺部」労
働者とは，非正規労働者，家事労働などイン
フォーマル部門の労働者，失業などにより労働
市場の中心から排除されることによって経済
的に不安定な状況を抱え，また労使関係におい
ても不利な地位にある労働者（1頁）であると
定義し，「周辺部」労働者の問題をめぐる取り組
みを行う新しい労働運動組織，その中でも女性
非正規労働者の問題を取り上げる組織を「独自

書　評　と　紹　介

金美珍著

『韓国「周辺部」労働者の
利害代表
―女性の「独自組織」と
　　社会的連携を中心に』

評者：李 旼 珍



書評と紹介

59

組織」と名付け（5頁），「独自組織」が「周辺部」
労働者の意向を政策に反映していく過程を「利
害代表」と呼ぶ（5頁）と述べる。さらに，「独
自組織」が非正規雇用政策の決定過程に影響を
与えるために形成された，既存の労働組合と
様々な社会運動との間の連携関係を社会的連携
として捉えている。
第1章は，分析視角を設定し，調査対象と方
法を示す。著者は，社会運動ユニオニズムの研
究と，雇用・福祉政策決定過程における市民
運動の影響に注目した先行研究を検討し，先
行研究では研究の関心が既存の「主流」労働組
合に偏向し，「独自組織」の組織化の過程が明確
にされず，「独自組織」と市民運動の役割が見落
とされている（24頁）と評する。本書は，「独自
組織」による「周辺部」労働者の組織化を分析
する枠組みと，市民運動団体を含む他の組織と
の連携関係を分析する枠組みをそれぞれ提示す
る。前者の，「独自組織」の組織的特性を分析す
る基準として，①「独自組織」の主体は誰なの
か，②組織形態が労働組合の形態なのか，労働
組合に代わる他の形態なのか，③活動が権利擁
護の活動，サービス提供の活動，リーダーシッ
プ形成と組織化の活動のうちどちらの活動を中
心に行われるか，の3つの基準を設定する。後
者の，労働運動と社会運動との社会的連携の形
成要素を分析するにあたっては，Tattersallら
（Tattersall�and�Reynolds�2007）の連携形成の
4つの要素（共通の関心，連携の構造，参加団
体の能力とコミットメント，連携のスケール）
を援用しながら，社会運動の内部を「周辺部」
労働者の「独自組織」と市民運動団体に分けて，
社会運動の影響力を考察する，と述べる。また，
社会的連携の影響力及び連携に参加した各運動
団体の役割を検討するために，社会的連携が活
動する場としての政策過程を2つの段階，「議
題設定」の段階と「政策決定」の過程に分けて

考察し，各段階別の取り組みの考察においては，
政策アリーナの内部と外部のどちらに置かれて
いるかによって，参加団体をインサイダーとア
ウトサイダーに分け，各アリーナにおける各団
体の役割及び機能を分析するという分析視点を
取り入れる。
本書は2種類の調査から得られた資料を軸と
する。1つは2009年から2014年までの期間に
実施された「独自組織」に関するインタビュー
調査と参与観察であり，著者は両組織の執行委
員以上の役員と元役員，平組合員を含む全16
名に対してインタビューを実施する傍ら，両組
織の主催する合宿・討論会・集会・講演会，イ
ベントや分会活動に参加・観察した。もう1
つは，社会的連携「非正規共同対策委員会」と
「非正規法共同対策委員会」，及び「最低賃金連
帯」に参加している労働組合及び社会運動団体
の現職・前職の担当者など全36名に対するイ
ンタビュー調査と，「非正規共同対策委員会」と
「非正規法共同対策委員会」の会議記録の収集
と労使政委員会及び最低賃金委員会の資料の収
集である。
第2章は，韓国における非正規雇用の増加の
歴史的背景を理解するために，1987年「労働者
大闘争」を契機に形成した「1987年労働体制」
の特徴を中心に，1990年代半ば以降新自由主
義政策の展開やアジア通貨危機の影響による変
化について検討する。「1987年労働体制」の特
徴は，①大企業中心の内部労働市場と中小企業
中心の外部労働市場からなる労働市場の二重構
造化，②大企業を中心とする企業別労使関係の
定着，③平等主義や労働の民主化といったイデ
オロギー的志向を強く持ち，様々な社会運動団
体との連帯を重視する民主労働組合運動勢力
が成長したこと，であるが，アジア通貨危機以
降，労働市場の二重構造化がさらに進展し，民
主労働組合運動勢力が労働の柔軟化政策に合意
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したことにより，非正規労働者，とりわけ「周
辺性」の強い労働者が増加することになったと
説明する。
第3章は，女性の「独自組織」の登場の歴史
的背景を理解するために，1970年代以降の女
性労働運動の展開，労働運動における女性労働
者の排除，1980年代の進歩的女性運動の出現，
1987年以降の新たな女性労働運動の登場につ
いて考察する。1987年以前民主労動組合運動
を主導した女性労働者が「労働者大闘争」以降
労働運動の中心勢力から周辺化していく中で，
進歩的女性運動勢力が出現するとともに，労働
運動においても女性を労働運動の主体として位
置付ける女性労働運動勢力が登場した。「一般
的な労働運動では女性労働者の問題が解決でき
ない，……女性労働者だけの独自の組織が必要
だ」（96頁）という問題意識から結成された韓
国女性労働者会は，女性運動と連携を取りなが
ら女性労働をめぐる法制化運動を主導してきた
が，1997年末のアジア通貨危機後多くの女性
労働者の解雇や非正規職化は，韓国女性労働者
会のNGOとしての限界を露呈させた。韓国女
性労働者会は，女性労働者組織運動の発展の
ためには女性のみの労働組合が必要であり，人
的・物的資源を支援することを決議する。1999
年，韓国女性労働者会の400人の会員により全
国女性労働組合は結成される。
第4章は，2つの女性「独自組織」の組織的・
活動上の特性について分析したのち，韓国女性
労働者会と全国女性労働組合が共通の目標を共
有し，役割分担しながら相互協力関係にあるこ
とを説明する。韓国女性労働者会は，女性労働
者のみならず一般女性を対象とした職業訓練・
職業斡旋・失業問題に取り組む大衆組織として
の活動と，女性労働者の政策提言や実態把握を
行う専門機関としての活動を展開してきた。全
国女性労働組合は女性非正規労働者の労働条件

改善のための活動を展開し，法律上「個人事業
主」とされたゴルフ場キャディの労働三権及び
労働基準法上の労働者権利の確保に取り組み，
ゴルフ場キャディは「勤労基準法上の労働者で
ある」という行政解釈を勝ち取ったことや，学
校で働く非正規労働者（学校給食従業員，教育
補助職，行政補助職など）の雇用不安や処遇問
題に対する責任は教育科学技術部や教育庁にあ
ると主張し続け，学校非正規労働者の処遇改善
に一定の成果が得られたことが紹介される。2
つの女性の「独自組織」は，既存の労働運動に
おいて代弁されず疎外されてきた「周辺部」の女
性労働者が主体となって自らの利害のために声
を上げていくまでに成長を遂げることを共通の
ビジョンとし，そのための役割分担関係，すな
わち韓国女性労働者会は法制度の改善などにか
かわる政策分野を担当する一方，全国女性労働
組合は労働組合法に基づき労働現場において交
渉力を発揮するという役割分担関係を追求した。
第5章は，非正規職保護法の法制化に「周辺
部」労働者の利害がいかに反映されるかについ
て，法制化過程を「社会的争点化」の段階，「労
使政委員会審議」の段階，「国会審議」の段階に
分けて，労働運動・社会運動間の社会的連携
が各段階にいかに影響を与えようとしたかにつ
いて検討する。1997年のアジア通貨危機以降
急増した非正規雇用の問題に対処するために
結成された社会的連携「非正規共同対策委員会
（2000年）と「非正規法共同対策委員会」（2004
年）を取り上げて，参加団体や共通の関心，連
携の構造，参加団体の能力とコミットメント，
連携活動のスケールを分析する。参加団体の運
動分野や政治的志向性が異なり（労働組合のナ
ショナルセンター，民衆運動グループ，保守的
市民運動グループ，進歩的市民運動グループ，
女性運動グループなど），また関与の度合いも
様々であるが，社会的連携が可能となった要
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因は，非正規雇用の問題が「生活の質」と「社
会正義」の観点から至急解決すべき問題である，
すなわち，非正規労働が雇用不安と低賃金の問
題のみならず，差別・ジェンダー不平等・人権・
所得不平等といった深刻な社会問題をも引き起
こす原因となる，という問題意識を共有してい
たことに求められる。
「非正規共同対策委員会」（2000年）と「非正
規法共同対策委員会」（2004年）の参加団体の
間において，政策アリーナの内と外において
役割分担が行われた。「非正規共同対策委員会」
（2000年）の場合，政策アリーナの内側，すな
わち労使政委員会には韓国労総と全国女性労働
組合が参加し，「非正規共同対策委員会」（2000
年）で共有した基本的な運動方針や立場に基づ
いて労働者側の主張を提示する一方で，政策ア
リーナの外側で非正規雇用の問題についての
討論会やワークショップ，聴聞会に参加し，非
正規労働問題についての見解を訴えるとともに，
2002年の大統領選挙に向け選挙イシュー化を
した。「非正規法共同対策委員会」（2004年）の
場合においても，政策アリーナの内側では，民
主労総と韓国労総が国会の審議段階で設置され
た「労使政代表者会議」に参加し，その外側で
は人権委に働きかける一方，政府案に反対する
世論を喚起させる活動を行った。非正規雇用の
問題をめぐる政策過程において，社会的連携の
影響が大きかったと言える。
第6章は，最低賃金の引き上げや制度改善の
ために労働組合と社会運動団体とで形成された
社会的連携である「最低賃金連帯」の参加団体
の特徴，共通の関心，連携の構造，参加団体の
役割，連携活動の様式及びスケールについて分
析する。「最低賃金連帯」には，労働組合のナ
ショナルセンターだけではなく，民衆運動グ
ループ，女性運動グループ，青年労働団体，市
民運動団体など多様な運動分野の団体が参加し，

これらの参加団体は，最低賃金というイシュー
は労働者階級をめぐる問題ではなく，社会にお
ける正義・公正の観点から取り組むべきという
共通の認識を持っている。民主労総と韓国労総
は「最低賃金連帯」の幹事役を担いながら，政
策アリーナの「最低賃金委員会」に参加するイ
ンサイダーとして政策アリーナの内部と外部を
つなぐ役割を果たす。「最低賃金委員会」に参加
しないアウトサイダーであるが，当事者組織で
ある全国女性労働組合と青年労働団体は最低賃
金問題を提起し，社会的関心を高めた。同様に
アウトサイダーである市民運動団体は，支援組
織として，「最低賃金連帯」の取り組みに「公共
性」や「正当性」を付与する。
終章では，本書で明らかになった点をまとめ
たうえ，今後の研究課題を提示する。

以上が本書の概要である。評者が考える本書
の意義は以下の3点である。
第1に，従来の女性労働運動や新しい労働運
動組織に関する研究は，韓国女性労働者会と全
国女性労働組合のいずれかの組織に焦点を合わ
せた研究であるのに対し，本書は韓国女性労働
者会と全国女性労働組合との相互補完的な協力
関係，あるいは役割分担関係に着目した分析を
行うことにより，女性労働運動を労働現場に局
限した運動としてではなく，市民社会・生活空
間・職場といった多様な領域における活動，多
面的な運動として捉える視角を提供したと言え
る。こうした視角は，例えばアメリカにおける
ワーカーセンターと労働組合のコラボレーショ
ン分析や，韓国における労働組合と（労働組合
によって設立された）民衆の家との関係分析な
どに援用されうる視角であると考えられる。
第2に，従来の，労働問題をめぐって形成さ
れる労働組合と市民社会組織との社会的連携に
ついての分析は労働組合へのインタビューを中



大原社会問題研究所雑誌　№726／2019.462

心に，労働組合の視点から行われるのに対し，
本書は社会的連携に参加した多様な社会運動団
体に注目し，労働組合以外に社会運動団体への
広範なインタビューに基づき，諸団体の共通の
関心・運動分野・政治的志向・参加度合い（活
動参加率，分担金納入率，役割）と連携の構造
を分析する。こうした分析により，本書は「周
辺部」労働者の利害の代弁に労働組合以外に多
様なアクターが関与したこと，また多様な政治
的志向性を持って形成された社会的連携である
こと，さらに政治的志向の異なる諸団体であっ
ても「周辺部」労働者問題を「社会的公正」，「人
間らしい生活をする権利」，「社会権」という視
点から捉えることにより社会的連携を形成しう
ることを浮き彫りにする。
第3に，本書は，社会的連携の政策決定過程
への関わりを分析する際，政策アリーナの内部
と外部に分けて社会的連携の参加団体の役割や
活動を分析するという独自の分析手法を取って
いる。こうした分析手法により，政策アリーナ
の外部に位置付けられ政策過程に参加できない
諸運動団体の政策決定過程における役割や関わ
り方が明確に分析され，これらの運動団体の政
策決定への影響力を把握することができたと言
える。
以上の評価を踏まえたうえ，本書で使われる
概念や分析内容について評者が疑問に感じた点
などについて以下に述べる。
第1，独自組織の定義と概念図に対する疑
問である。著者は，「本書で対象とする組織が，
既存の労働組合との関係において他の新しい労
働運動組織と異なるため，『独自組織』という名
称を与える」（5頁）と述べ，独自組織の定義を，
「職場と生活空間及び市民社会領域にまたがる
組織として広げて理解し」（24－25頁），「独自
組織」の概念図（図1－1：28頁）は，「本書の対
象である『独自組織』の取り組みの多様性を把

握するため，組織形態と活動空間を基準に『独
自組織』の活動を表わしたものである」（27頁）
と述べている。そして，「独自組織」の概念図
に基づいて，新しい労働運動組織を4つの性格，
労働運動，市民運動，自助組織，NPOに区分
するが，「独自組織」は4つの性格をすべて包括
するものとして描かれている。
しかし，この概念図が描く，4つの性格をす
べて包括する新しい労働運動組織が現実におい
てありうるか，という疑問をぬぐえない。この
概念図に示される「独自組織」は，韓国女性労
働者会というNGOと全国女性労働組合という
労働組合をセットで捉えない限り，理解しにく
い。第4章で，著者は2つの女性の「独自組織」
を独立した組織として分析したうえ，2つの組
織の役割分担関係や協力関係について分析して
いるが，こうした分析と，「独自組織」が4つの
性格を含んだ1つの組織のように描かれる概念
図とに不一致があると言える。ちなみに，概念
図の新しい労働運動組織のうちNPOは，著者
が韓国女性労働者会をNGOと呼ぶ時のNGOと
違う意味合いのものなのか，同じ意味合いのも
のなのか，知りたい。
さらに，概念図に基づく新しい労働運動組織
を4つの性格に区分することが，現実の新しい
労働運動組織を理解することにどのくらい役
立つか，疑問である。例えば，評者もインタ
ビューしたことのある，非労働組合の形態をと
るアメリカのワーカーセンターは活動領域をみ
ても一様に性格付けにくいほど非常に多様で，
アドボカシー活動や組織化のためのリーダー
シップ育成，サービス提供活動をすべてやって
いるワーカーセンターもあれば，組織化のため
の活動のみに，あるいはサービス提供活動のみ
をやっているワーカーセンターもあるからで
ある。
第2，「非正規共同対策委員会」（2000年）と
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「非正規法共同対策委員会」（2004年）の政策過
程への影響についての検討において，非正規雇
用に関連するマスメディアの報道件数あるいは
メディアにおける「非正規」の記事件数から影
響があったと結論付けているが，それだけでは
影響を及ぼしたと判断する根拠が弱いと言わざ
るを得ない。
第3，「非正規法共同対策委員会」（2004年）
の参加団体間の分裂による解散は社会的連携の
失敗であると言えるが，むしろ著者は，「非正
規法共同対策委員会」（2004年）の解散後市民
運動と女性運動が与党案を支持したことにより
「非正規職保護法」が成立したと述べる。著者
は，社会的連携がうまくいかなかったことを評
価する立場にいるか，聞きたい。
第4，「非正規法共同対策委員会」（2004年）
は「非正規共同対策委員会」（2000年）に比べ
民衆運動団体に主導されていたと述べられてい
るが，なぜそのようになったのか，どういう背
景があったのかについてもっと説明が欲しい。
第5，「労働市場の内部と外部(中略)二極化を
導く要因」（65頁）と述べられているが，二極

化を示すなら，内部労働市場と外部労働市場と
いう記述がより適切である。
最後に，本書を読みながら，非常に気になっ
たのは，誤字が目立つことである。重要な記述
における誤りが校正されず，刊行されたことに
は首をかしげる。
評者は2000年代半ばに韓国で非正規労働者
を組織化する新しい労働運動組織に注目し全国
女性労働組合にインタビューしたことがあるこ
とや，労働組合と市民社会組織との連合につい
て議論した拙著があることから，本書でどう分
析されているか大変興味を持って読んだ。本書
は，上述したいくつかの疑問はあるにせよ，女
性労働運動を含む労働運動研究について，今後
参照されるべき諸論点を有する書であることは
間違いない。
（金美珍著『韓国「周辺部」労働者の利害代表
─女性の「独自組織」と社会的連携を中心に』
晃洋書房，2018年2月，ⅵ＋273頁，定価5,400
円＋税）

（い・みんじん　立教大学社会学部教授）


